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Ⅰ．受入申請前に      
  

１．外国人研究者の受け入れについて 

1.1 外国人研究者の種類  

本学で受け入れている外国人研究者にはいくつかの受け入れ身分があり、それぞれで受け

入れ手続等に違いがあります。本学での外国人研究員の主な受入身分は以下の通りです。 

外部機関によるプログラムなどによる招聘ではない場合、基本的に本学での受入身分は「外

国人客員研究員」となります。 

 

外国人客員研究員 本学における学術の国際交流を促進するため、本学において共同

して研究等に従事する外国人研究者 

外国人招へい研究者 

(短期・長期) 

国際学術交流の推進のため、独立行政法人日本学術振興会が招へ

いする優れた研究業績を有する外国人研究者 

外国人特別研究員 独立行政法人日本学術振興会の事業として本学の受入研究者の指

導のもとで共同研究に従事する諸外国からの博士号取得直後の若

手研究者。 

 

1.2 外国人客員研究員の受入手続き  

外国人客員研究員の受入期間は、原則として 1か月以上 1年以内です。 

本学での受入承認手続きとして、以下の受入申請書類の提出、フォームへの回答を受入希

望日の６か月以上前に行ってください。 

 

１．外国人研究者受入許可申請書、調書の提出（様式はこちら） 

【提出先】国際化推進センター（学務課国際化推進室留学生係） 

２．安全保障輸出管理事前確認フォームへの回答（回答はこちら） 

 

上記申請を受理後、国際化推進センター運営委員会にて受け入れについて協議を行います。 

学内会議や決裁手続き、VISA申請書類の作成手続きのため、90 日以上の中長期の受入の

場合、書類の提出から研究者の入国まで目安として５か月前後かかります。 

 

 

 

https://www.hama-med.ac.jp/staff/intl/20201006.html
https://forms.office.com/r/cQAAUMakJY
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1.3 日本学術振興会プログラムへの申請  

学務課国際化推進室留学生係では、日本学術振興会(JSPS)で行っているプログラムのうち、

「外国人招へい研究者」、「外国人特別研究員」などの外国人研究者招へい事業の申請手続き

を担当しています。JSPS への申請に際しては、大学からの申請となる関係で学内締切日を

設けておりますので、以下の本学 HPのURL よりご確認ください。 

また、これらの国際交流事業に初めて申請される場合はアカウント登録が必要になります

ので、お早めに留学生係へお問い合わせください。 

 

本学 HP（学内専用） 

学外機関による国際交流関係助成事業等｜国立大学法人 浜松医科大学 (hama-med.ac.jp) 

JSPS HP 

諸外国の優秀な研究者の招へい (jsps.go.jp) 

 

1.4 安全保障輸出管理について  

浜松医科大学では、「国立大学法人浜松医科大学安全保障輸出管理規程」を制定しており、

実験機器等の海外への持ち出し（＝輸出）、海外等への技術の提供（外国人等を大学に受け

入れる場合も含みます）を行う場合には、それを行う先生ご本人がご確認を行い、武器等に

転用される不安がある場合には、研究協力課にご相談いただくことになっています。なお、

浜松医科大学の安全保障輸出管理に関する手続きについては、以下のページを参照願いま

す。海外の研究者などとの交流をする前に是非ご一読願います。 

 

安全保障輸出管理｜国立大学法人 浜松医科大学 (hama-med.ac.jp)（学内専用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hama-med.ac.jp/staff/intl/kokusai_32.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv_researchers/
https://www.hama-med.ac.jp/staff/res-support/exp-con/
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２．入国手続き等について 

2.1 入国に係る在留資格について 

日本に入国するためには目的に応じた在留資格を取得する必要があります。 

外国人研究者の在留資格については以下の図を参考に判断してください 

 

 

 

VISA免除国リストはこちらを確認してください。 

 

2.2 入国申請手順 

入国に必要な手続きは在留資格によって異なります。 

上の表のうち「教授」および「文化活動」の在留資格を取得する場合、事前に受入機関で

「在留資格認定証明書（CoE）」の取得が必要で、手続きに４〜１２週間の時間を要します。 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
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受入れに当たっての大まかな流れは以下の通りです。 

 

手 続 き 対 応 

受入申請書類の作成・提出 受入講座 

↓  

学内会議にて協議（月１回開催） 留学生係 

↓  

学長決裁手続き（２週間） 留学生係 

↓  

在留資格認定証明書（CoE）交付申請書類準備・作成 本人・受入講座 

↓  

在留資格認定証明書（CoE）交付申請 留学生係 

        ↓（４〜１２週間）  

在留資格認定証明書（CoE）発行・入国管理局より受領 留学生係 

↓  

在留資格認定証明書（CoE）および身元保証人情報（※）を 

本人へ送付 
受入講座 

↓  

VISA 申請手続き・フライトの確保 本人 

     

 

 

※ VISA申請の際は申請書に「身元保証人」の欄があり、受入教員に身元保証人になっ

ていただくようお願いしています。 

下記URLの国際化推進センターHP 内に「VISA申請に必要な「身元保証人」情報を本

人へ送付するためのテンプレート.docx」がありますので、そちらに受入教員の情報等必要

事項を英語で記入し、本人へ CoEとともにお送りください。 

なお、この身元保証人とは、研究者としての査証法承認の日本滞在が適法に行われてい

ることを在外公館長に対して保証する人であり、民法上の「保証人」のように法的責任を

伴うものではありません。 

浜松医科大学国際化推進センター＞本学教職員へ  

https://www.hama-med.ac.jp/intl-ctr/faculty-staff/index.html
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Ⅱ．来日前に  

１．受入講座で手配が必要なこと 

受入に際しては、以下の内容を念頭に受け入れに関する準備をお願いいたします。 

１．到着した研究者の大学までの移動は誰がサポートするのか 

２．到着したその日の晩、研究者の宿泊先はどうするか 

３．その日の夕食や翌日の朝食はどうするか 

４．翌日、どうやって大学まで来て、どうやって宿泊先まで戻るのか 

 

 

２．身分証、ネットワーク利用の手続きについて 

身分証の発行、大学ネットワーク利用の申請手続きは留学生係から行います。 

ネットワークの利用を希望される場合、情報基盤センターより以下のとおり注意喚起がご

ざいますので、ご確認ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ネットワーク及びメールの利用はセキュリティ上のリスクを伴うことから、付与の必要性

を十分に吟味すること。それらを希望する場合は情報基盤センターが定める講習の受講や

インシデント発生時の意思疎通を含めて研究員が本学情報セキュリティポリシーを遵守で

きる体制があること。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

上記内容をご確認いただきネットワークの利用を希望される場合、受入許可申請書類の調

書にてネットワークの利用を希望する旨回答してください。 
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【身分証の写真について】 

身分証を発行する際の顔写真について、以下の選択肢からお選びいただけます。 

①身分証作成前に画像データを送信（来日の 1か月前までに） 

送信先：国際化推進室 E-mail：kokusai@hama-med.ac.jp 

②身分証作成時に撮影 

 

①の場合、ご本人のみを 6 ヶ月以内に撮影したもの、正面、無帽、無背景にてお願いい

たします。 

画像ファイルは JPEG,GIF,PNG のどれかで、1MB 以下まで圧縮してください。 

ただし、来日の 1か月前までにお送りいただく必要があります。 

受入開始の 3 日ほど前までに身分証が発行され、受入講座あてに受取依頼のメールが

届きます。（受入開始日までゲート通過等に使用することはできません） 

 

②の場合、あらかじめ撮影希望日時をご連絡ください。 

※時間外の受付はできませんのでご注意ください。 

担当部署：総務課身分証担当 内線：2554 E-mail：iccard@hama-med.ac.jp 

 

【身分証の開錠権限について】 

身分証には、所属・身分によりあらかじめ定められた開錠権限が附与されております。  

下記 URL をご参照いただき、場所によっては別途申請が必要ですのでご注意ください。 

※学内専用 HP 

身分証明書（IC カード）｜国立大学法人 浜松医科大学 (hama-med.ac.jp) 

 

  

mailto:iccard@hama-med.ac.jp
https://www.hama-med.ac.jp/staff/general-affairs/ICcard/index.html
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Ⅲ．来日直後に 
 

１． 身分証発行手続き  

【前項①身分証作成前に画像データを送信している場合】 

総務課身分証担当より連絡があり次第、管理棟 2 階身分証担当にて身分証を受け取ってく

ださい。渡日前に受入講座の代理人が受け取ることができます。 

 

【前項②身分証作成時に撮影する場合】 

事前連絡の上、外国人研究者本人を連れて管理棟 2 階総務課身分証担当にて写真撮影を行

ってください。その場で身分証を発行できます。 

 

２．ネットワーク利用手続き  

下記 URL より「3.誓約書(学外者用)(174KB)」をダウンロードし、本人の渡日後、署名の

上、情報基盤センターに提出してください。引き換えに ID,PW を受け取れます。 

※学内専用 HP 

※誓約書２枚目に英訳あり 

情報基盤センター＞業務上の手続き・書式｜国立大学法人 浜松医科大学 (hama-med.ac.jp) 

 

 

 

 

 

 

３．住居地の届出 

90日以上滞在する場合は必須の手続きです。 

入国から１４日以内に住居地（住所）を届け出てください。手続き完了後、裏面に住所の記

入された在留カードの写しを留学生係へ提出ください。 

※参考：国際交流会館単身棟の住所  

〒431-3125 浜松市中央区半田山 1-11-1 （部屋番号） 

 

【申請窓口】 

 浜松市中央区役所 区民生活課 

 浜松市中央区元城町 103 番地の 2（浜松市役所本館 1階北）℡：053-457-2121 

※以下「３．住居地の届出」、「４．国民健康保険」、「５．国民年金保険」はすべて日本

に 90 日以上滞在する外国人は必須の手続きです。浜松市中央区役所または浜松市東行

政センターで手続きが可能です。滞在期間が 90 日に満たない場合は手続き不要(不可)

です。 

https://www.hama-med.ac.jp/staff/comput-nw-plan/syoshiki.html
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 東行政センター 証明・届け出担当  

 浜松市中央区流通元町 20番 3号（旧浜松市東区役所 1階）℡：053-424-0154 

【必要なもの】在留カード、パスポート 

 

４．国民年金の手続き 

90日以上滞在する場合は必須の手続きです。 

住居地の届出後、そのまま保険年金担当にて手続きを行ってください。 

免除申請が可能(全額、4 分の 3、半額、4 分の 1 の免除がある)なので、希望する場合は窓

口にて申請してください。 

 

【申請窓口】 

 浜松市中央区役所 保険年金課 

 浜松市中央区元城町 103 番地の 2（浜松市役所本館 1階南）℡：053-457-2216 

 東行政センター 保険年金担当 

 浜松市中央区流通元町 20番 3号（旧浜松市東区役所 1階）℡：053-424-0183 

【必要なもの】在留カード、パスポート、本学の身分証 

 

５．国民健康保険の手続き 

90日以上滞在する場合は必須の手続きです。 

住居地の届出後そのまま保険年金担当にて手続きを行ってください。 

保険料の減免制度がありますが、渡日後 1年目で前年の日本での所得がゼロであった場合

は、もともと保険料の最少額しかかからないため、利用できません。 

 

国民健康保険の金額は最新の情報をご確認ください。保険証は後日郵送で届きます。 

 

【申請窓口】 

 浜松市中央区役所 保険年金課 

 浜松市中央区元城町 103 番地の 2（浜松市役所本館 1階南）℡：053-457-2216 

 東行政センター 保険年金担当 

 浜松市中央区流通元町 20番 3号（旧浜松市東区役所 1階）℡：053-424-0183 

【必要なもの】在留カード、パスポート、本学の身分証  
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Ⅳ．受入期間終了（帰国）前に  
 

１．浜松市中央区役所または浜松市東行政センターでの転出手続き  

90日以上滞在の場合、前項Ⅲ．「３．住居地の届出」、「４．国民健康保険」、「５．国民年金

保険」の手続きをしていると思いますが、帰国をする前に転出届を提出する必要があります。 

浜松市中央区役所区民生活課、または東行政センター証明・届出担当へ行き、指示に従って

ください。 

転出の 2 週間前から転出日当日までに本人が手続きする必要がありますので、適宜サポー

トをお願いします。 

 

【申請窓口】 

 浜松市中央区役所 区民生活課 

 浜松市中央区元城町 103 番地の 2（浜松市役所本館 1階北）℡：053-457-2121 

 東行政センター 証明・届け出担当  

 浜松市中央区流通元町 20番 3号（旧浜松市東区役所 1階）℡：053-424-0154 

【必要なもの】 

印鑑、在留カード、パスポート、資格確認書（国民健康保険）、 

年金手帳（国民年金解約）、マイナンバーカード（持っている場合は返還） 

※資格確認書は、転居日に合わせて期限が変更されます。 

※個人番号通知書は返還不要です。 

 

２．身分証の返却 

本学での受入期間終了後、管理棟 2 階身分証担当に身分証を返却してください。 
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Ⅴ．Q&A   

１． 外国人研究者の生活費はどうすればよいですか？  

外国人研究者の生活費の支弁につきましては、今までに本学で受け入れてきた外国人研究

員の例では次の 3つの何れかです。 

 

・外国人研究者の自費で賄う場合 

・外部団体のプログラムなどによる滞在費支援を受ける場合 

・受入講座で滞在費を支援する場合 

２．受入にあたり大学から奨学金や支援金はありますか？ 

外国人客員研究員の場合は外国人留学生とは異なり、本学から奨学金、支援金などの支給

はございません。 

また、受け入れにあたり主任教員の責任で外国人客員研究員へ滞在費等を支出することは

可能ですが、義務ではありません。 

３.  外国人研究者の保険はどうすればよいですか？ 

保険については外国人研究者に対して本学で特に案内しているものはなく、加入を希望す

る場合は母国での海外旅行保険をご自身で手配いただくこととなります。90 日以上滞在予

定の方は渡日後国民健康保険に加入することで万が一の際の医療費の負担は減らすことが

できますが、国民健康保険への加入が完了する前にけがをした場合などは医療費をカバー

できない可能性がありますので、渡日前に母国で海外旅行保険に加入しておくことをお勧

めします。 

４．外国人研究者の銀行口座を開設したいです 

外国人の方でも日本の銀行口座の開設が可能です。 

ゆうちょ銀行であれば手続きの一部をオンライン（英語ページあり）でできるため、手続

きが比較的簡単です。開設までに時間がかかる場合があります。 

以下にゆうちょ銀行の案内ページを添付いたします。 

口座を開設される外国人のお客さまへ－ゆうちょ銀行 (japanpost.jp) 

 

銀行口座を開設した場合は、帰国前に忘れずに解約してください。口座の解約は本人が行

う必要がありますので、ご注意ください。 

 

 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_gaikokujin.html
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_gaikokujin.html
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学務課国際化推進室留学生係  

TEL：０５３－４３５－２２１０  

FAX：０５３－４３５－２４０３  

E-mai l： kokusai@hama-med.ac. jp 

 

 

 


